
－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　 '14/ ７月号　－ 4－－ 5－　 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'14/ ７月号

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

平
成
26
年
度 

熊
野
町
職
員
採
用
試
験

【職種、採用予定数、受験資格】
職　　種 採用予定数 受験資格

一般事務職 ６人程度

昭和60年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
※ 福祉系資格（社会福祉士、社会福祉主事、主任介護支援専門
員など）や栄養士・図書館司書など各種資格がある人（平成
27年３月末までに取得見込みの人も含む）も一般事務職とし
て募集します。

保　健　師 １人程度 昭和60年４月２日以降に生まれた人で保健師免許のある人
（平成27年３月末までに取得見込みの人も含む）

▽
一
次
試
験

９
月
21
日
㈰

広
島
工
業
大
学
専
門
学
校

（
広
島
市
西
区
福
島
町
二
丁
目

１
―
１
）

▽
実
施
方
法

　
広
島
県
町
村
会
に
委
託
し
て

教
養
試
験
お
よ
び
作
文
試
験
を

実
施
し
ま
す
。

▽
受
験
案
内

　
総
務
課
で
７
月
１
日
㈫
か
ら

配
布
し
ま
す
。

※
郵
送
で
請
求
す
る
場
合

　 

　
郵
送
希
望
者
は
、
請
求
用

の
封
筒
の
表
に
「
受
験
案
内

請
求
」
と
朱
書
き
し
、
120
円

切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒

（
Ａ
４
判
封
筒
に
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
を
記
入
）
を
同

封
の
上
、
次
の
あ
て
先
ま
で

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
あ
て
先

　 

〒
731
‐
４
２
９
２
安
芸
郡
熊

野
町
中
溝
一
丁
目
１
番
１
号 

熊
野
町
総
務
部
総
務
課

▽
申
込
書
の
提
出

　
申
込
書
に
所
要
事
項
を
記
入

し
、
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
申
込
書
の
受
付
期
間

７
月
１
日
㈫
〜
８
月
15
日
㈮

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を

除
く
）

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.tow
n.kum

a
no.hiroshim

a.jp
総
務
課

820
‐
５
６
０
１

　
平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬
、

世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）
あ
て

に
送
付
し
ま
す
。

▽
平
成
26
年
度
改
正
点

【
課
税
限
度
額
が
変
更
】

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
は
14

万
円
か
ら
16
万
円
に
、
介
護
保

険
分
は
12
万
円
か
ら
14
万
円
に

保
険
税
の
限
度
額
が
変
更
に
な

り
ま
す
。

【
軽
減
措
置
の
対
象
が
拡
大
】

　
所
得
が
少
な
い
世
帯
に
は
、

世
帯
の
所
得
や
人
数
に
応
じ
て

均
等
割
額
お
よ
び
平
等
割
額
の

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
が
、
軽

減
判
定
基
準
の
変
更
に
よ
り
、

軽
減
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　
該
当
す
る
世
帯
は
納
税
通
知

書
に
記
載
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

所
得
の
申
告
（
確
定
申
告
や
町

県
民
税
な
ど
の
申
告
）
を
し
て

い
な
い
な
ど
、
所
得
が
不
明
の

場
合
は
、
所
得
が
一
定
基
準
よ

り
少
な
い
世
帯
で
あ
っ
て
も
軽

減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽
非
自
発
的
失
業
者
な
ど
の
軽

減
・
減
免
に
つ
い
て
の
相
談

　
倒
産
・
解
雇
・
雇
止
め
な
ど

自
己
都
合
で
は
な
い
理
由
に
よ

る
失
業
者
（
雇
用
保
険
の
特
定

受
給
資
格
者
お
よ
び
特
定
理
由

資
格
者
）
な
ど
の
軽
減
や
減
免

な
ど
に
つ
い
て
は
税
務
課
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

税
務
課

820
‐
５
６
０
３

平成26年度　国民健康保険税　税率表
区　　分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割 4.85％ 1.36％ 1.29％
資産割 9.00％ 2.00％ 3.30％

被保険者均等割
（加入者１人につき） 28,500円 7,800円 9,800円

世帯別平等割
（１世帯につき） 22,500円 6,100円 5,200円

課税限度額
（１世帯あたり） 510,000円 （※）160,000円 （※）140,000円
（※）平成26年度改正

　
70
歳
に
な
る
と
、
病
院
の
窓

口
で
支
払
う
自
己
負
担
額
が

「
高
齢
受
給
者
証
」
の
提
示
に

よ
り
変
わ
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
期
間
は
70
歳
の

誕
生
日
の
翌
月
（
１
日
が
誕
生

日
の
人
は
そ
の
月
）
か
ら
75
歳

に
な
る
ま
で
で
す
。

　
ま
た
、
既
に
70
歳
と
な
ら
れ

た
人
に
現
在
発
行
し
て
い
る

「
高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
で
す
。

　
新
し
い
受
給
者
証
は
、
平
成

25
年
中
の
収
入
な
ど
を
も
と
に

一
部
負
担
金
の
割
合
を
再
判
定

し
、
７
月
末
ま
で
に
郵
送
で
お

届
け
し
ま
す
。

　
８
月
に
な
っ
て
も
新
し
い
受

給
者
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、

住
民
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

住
民
課

820
‐
５
６
０
４

保
険
年
金

国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
に
新
し
い
保
険
証
（
紫
色
）

を
交
付
し
ま
す
。
　
　
　

　
８
月
１
日
以
降
に
病
院
に
行

く
と
き
に
は
、
必
ず
新
し
い
保

険
証
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
保
険
証
は
７
月
末
ま

で
に
、
広
島
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
郵
送
で
お
届

け
し
ま
す
。
８
月
に
な
っ
て
も

保
険
証
が
お
手
元
に
届
か
な
い

場
合
は
、
住
民
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

住
民
課

820
‐
５
６
０
４

　
医
療
機
関
窓
口
（
入
院
・
外

来
）
で
の
支
払
い
は
、
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
れ

ば
、
決
め
ら
れ
た
自
己
負
担
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
発
行
し
て
い
る
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日
で
す
。
既
に
証
を

持
っ
て
い
る
人
に
は
７
月
中
旬

に
申
請
書
を
郵
送
で
お
届
け
し

ま
す
の
で
、
引
き
続
き
交
付
を

希
望
さ
れ
る
人
は
再
度
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
新
た
に

希
望
さ
れ
る
人
は
、
住
民
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
で
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
お
持
ち
の
人
は
、
自
動
更
新

と
な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は

不
要
で
す
。

住
民
課

820
‐
５
６
０
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老
齢
・
障
害
・
遺
族
の
各
基

礎
年
金
の
受
給
に
際
し
て
は
、

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受

け
た
期
間
も
保
険
料
を
全
額
納

め
た
期
間
に
含
め
て
受
給
資
格

期
間
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金
の

年
金
額
で
は
、
保
険
料
を
全
額

納
め
た
と
き
の
一
に
対
し
て
、

全
額
免
除
期
間
は
２
分
の
１
、

４
分
の
３
免
除
期
間
は
８
分
の

５
、
半
額
免
除
期
間
は
８
分
の

６
、
４
分
の
１
免
除
期
間
は
８

分
の
７
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
　

※ 

平
成
21
年
３
月
以
前
に
免
除

さ
れ
た
期
間
は
、
全
額
免
除

で
３
分
の
１
、
４
分
の
３
免

除
で
２
分
の
１
、
半
額
免
除

で
３
分
の
２
、
４
分
の
１
免

除
で
６
分
の
５
で
計
算
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
学
生
納
付
特
例
と
若

年
者
納
付
猶
予
に
よ
っ
て
全

額
免
除
・
猶
予
さ
れ
た
期
間

は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
な
い
空
白
期
間

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
の
免
除
期
間
に
つ
い
て
は
、

後
で
ゆ
と
り
が
で
き
た
と
き
に
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を

追
納
し
て
満
額
の
老
齢
基
礎
年

金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認

を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
保

険
料
を
追
納
す
る
と
、
承
認
を

受
け
た
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め

の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。
な

お
保
険
料
の
追
納
に
は
納
付
書

が
必
要
と
な
る
た
め
、
広
島
南

年
金
事
務
所
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

広
島
南
年
金
事
務
所

253
‐

７
７
１
０
、

住
民
課

820
‐

５
６
０
４

８
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

が
新
し
く
な
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」（
更
新
）に
つ
い
て

国
民
年
金
で
免
除
さ
れ
た

保
険
料
の
追
納
に
つ
い
て


